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本書は，2000年に国連総会で国際組織犯罪防止条

約の補足議定書のひとつとして採択された「人，特

に女性及び児童の取引を防止し，抑止し及び処罰す

るための議定書」（注１）に対して，メコン地域，す

なわちタイ，ラオス，ミャンマー，カンボジア，ベ

トナムに中国雲南省を加えた地域がどのように対応

してきたかを，国際レベル，地域レベル，各国レベ

ルの法的枠組みを検証し，政府，国際機関，NGO
の役割を分析しながら，評価するものである。モナ

シュ大学の法学研究者である２人の共著者は，本書

の分析対象となっているオーストラリア政府による

メコン諸国への支援プロジェクトに近しい立場にあ

り，本書は多くの関係者へのインタビューを交えた

臨場感あふれる論文である。

本著のオリジナリティは，法律上定義されている

人身取引という犯罪に対する国際レベルおよび地域

レベルの対応について，その対応を生み出したディ

スコースがいかに形成されたかを丹念に追い，

Michel Foucault とJürgen Habermasの２つの理論で分
析を試みた点にある。本書を貫く主たる問いは，

「人身取引」問題について語られる売春と移民労働

という２つの物語をめぐってディスコースがどのよ

うに展開されてきたか，その主体は誰か，それらは

現実に即したものなのか，そしてどのように政策に

反映されてきたのかである。

本書の構成は以下のとおりである。

はじめに

第１章　人身取引をめぐるディスコース――越境

刑事司法および人権――

第２章　反人身取引のディスコースおよび人の国

際移動――その起源――

第３章　メコン地域――1990年代におけるディス

コースおよび反応――

第４章　メコン地域における人身取引議定書の適

用――人身取引の定義――

第５章　メコン地域における協力と防止――遵

守，適法性および規範の再制定――

第６章　人身取引被害者の保護――メコン地域に

おける刑事司法および人権――

むすび

第１章は本書の序論的導入であり，国際組織犯罪

（本来であれば越境組織犯罪と訳されるべきであろ

う）と人権，という人身取引問題が抱える２つの競

合するディスコースの重要性を説明するために，反

人身取引に対する国際機関などの国際的レベルにお

ける対応の現在に至るまでの経緯が簡潔に記述され

ている。国際社会において，そもそも議定書の起草

そして採決に至るまで，人身取引問題に対してその

犯罪の撲滅という観点からコミットメントをするの

か，取引の対象となる人々の人権という観点からコ

ミットメントをするのかという議論がされてきた

が，各国政府の広いコンセンサスを得られたのは，

犯罪という観点の強調，国際組織犯罪防止条約の補

足議定書としての位置づけだった。この経緯につい

ては，Gallagher［2010］により詳しい。国際組織犯
罪防止条約の補足議定書として位置づけられている

ことにみられるように，議定書は，刑事司法の枠組

みにおいて人身取引の防止と協力については明確で

詳細な規定ぶりであるのに対し，人身取引被害者の

保護についての規定は弱い。多くの国では，被害者

を権利を有する者というより刑事司法の資源として

しか処遇していない。さらには，政策形成において

人身取引と非正規移民を結びつける傾向にある。つ

まり，人身取引被害者は，各国の入国管理法の違反

者とみなされ，保護を受けるどころか強制退去か勾

留の憂き目に遭う。そこにはなぜそしてどのように

人身取引が起きるのかという理解に欠け，なされる

べき被害者の認定がなされていないと指摘してい

る。しかし現在ではようやく，刑事司法や国境管理
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だけでは人身取引問題の解決にはならないことが理

解されつつある。人身取引は組織犯罪の特別な種類

のものであるだけでなく，むしろ国際政治経済の現

実から想定しうる結果であるとの認識のもと，人身

取引へのグローバルレベルの対応として，国連の

UN. GIFTプログラムにかかわるUNODC, ILO, IOM, 
UNICEF, OHCHR, OSCEの各機関がそれぞれのマン
デートに合致するよう人身取引問題を扱っているこ

とが描写されている。

そして，人身取引に対するこれらの国際レベル，

地域レベルの政策対応を評価するために，本書にお

いて適用される，Michel Foucaultのディスコースの
過程もしくは合理的ディスコース形成と，Jürgen 
Habermasの共通の理解や合意到達に向けたコミュ
ニケーションに関係させたディスコースの概念が紹

介されている。前者は，生命的ポリティックスもし

くは生命的権力をキーコンセプトとする。それは，

人々や人口に対して行使される力の包含的形式で，

個人の性的および再生産にかかわる行動が国家政策

や国家権力のイシューに結びつけられる。かかる支

配的で垂直的なディスコース形成に対し，後者は，

水平的なコミュニケーションにおける相互承認から

生まれる，モラル規範の正当化と普遍性を結びつけ

る概念であると説明されている。

第２章は，国際組織犯罪防止条約という枠組みの

創設を導いた国際的レベルのディスコースについて

論じる。売春と搾取的労働移動という人身取引問題

にかかる２つのパラレルな語りが分析される。とく

に後者については，競合するイデオロギーと組織の

せいで，人身取引と移民労働という密接する問題を

どのように関連づけるかという合意が形成されず，

そのディスコース形成は分散してしまい，労働者の

権利よりも国家安全保障というイシューが支配的に

なったと論じる。

上記の前提のうえで，第３章以降はメコン地域に

着目して各論が展開される。第３章は，女性と子ど

もの売春目的の人身取引が，メコン地域においてど

のように問題化されたかを分析する。当該地域にお

ける人身取引問題は，いわゆる北の先進国の安全保

障と生命的権力に結びつけられ，すなわち売春と

AIDSが関連するジェンダー問題であり，先進国を
脅かす移民問題であると認識され問題化されたと論

じる。また，グローバルレベルでは売春と搾取的労

働というディスコースがパラレルに論じられたが，

メコン地域では当初の焦点は子どもに対する商業的

性的搾取と女性の売春であったゆえに，グローバル

レベルでイニシアティヴをとれなかったILOが，メ
コン地域においては児童買春と児童労働に焦点をあ

てることにより，ディスコースの形成に主要な役割

を果たしたと指摘する。さらに当該地域の主要な受

入国であるタイに焦点をあて，商業的性的搾取と移

民労働への異なる対応を対比させる。人身取引は移

民労働と密接に関連するにもかかわらず，反人身取

引のイニシアティヴは性産業の文脈に限定され，移

民労働はいわゆる非正規移民，非伝統的安全保障問

題として認識され，地域における生命的権力の行使

として安全保障のディスコースに絡めとられてし

まったと分析する。一方評価できる点として，タイ

においては，共通の理解や合意到達に向けたコミュ

ニケーションの蓄積によってNGOと政府間協力が
醸成されたこと，それが地域協力にも芽生えたこと

が描写される。

第４章では，反人身取引の枠組みがメコン地域に

おいてどのように運用されたかを論じる。議定書に

定義されている人身取引が，地域における実務にど

のように関係しているか，各国の立法にどのように

取り込まれたかを分析する。まず人身取引の定義を

構成する「行為」「手段」「目的」，さらに「脆弱

性」「搾取」「売春」「性的搾取」「奴隷化，若しくは

それに類する行為，隷属」「強制的な労働」につい

て説明される。そしてメコン６カ国であるラオス，

カンボジア，ミャンマー，ベトナム，中国（雲南

省）の反人身取引に関する法制度が概説され，さら

に第３章で詳述されたタイについて補足される。メ

コン各国で女性問題として捉えられていた人身取引

の対象に男性被害者も含まれるようになり，人身取

引問題の焦点が売春から労働搾取に漸進的にシフト

していることが観察される。しかし，それは形式的

なもので，労働搾取は強制労働と奴隷化という概念

と結びつけられるに留まり，移民労働者の権利とい

うディスコースにまで広がっていないと論じる。現

実には，人身取引被害者はその大半が移民労働者で

ある。また議定書の文言にある「権力の濫用若しく

は脆弱な立場に乗ずること」が理解されていないと

も指摘する。

第５章は本書のハイライトであり，2003年オース
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トラリア政府がASEANとのパートナーシップの下
に資金および技術提供を開始したARTIP（Asia 
Regional Trafficking in Persons）プロジェクトと，
2004年に発足した複数の国連機関およびスポンサー

国が資金提供する UNIAP（United Nations Inter-
Agency Project on Human Trafficking)を事務局とする
COMMIT（Coordinated Mekong Ministerial Initiative 
against Trafficking）プロセス，という２つの地域協
力の過程が検証される。いずれのプロジェクトもメ

コン諸国が議定書の義務を履行する支援を目的とす

る。ARTIPは刑事司法に傾斜しており，ASEANで
は人身取引は越境犯罪，非伝統的安全保障問題とし

て位置づけられ，移民労働問題とはリンクされてい

ない。ARTIPはバリ・プロセス（注２）の派生物にすぎ
ないとの批判を紹介しており，ARTIPとASEANの
パートナーシップは，支配的操縦の傾向にあり

Foucaultの論と親和性があると分析されている。一
方COMMITは，関与するすべてのアクターが尊重
され議論を通して合意を醸成していく過程と評価さ

れている。これはHabermasのいう議論と説得であ
り，経験と責任の共有であるという。対照的に，刑

事司法に焦点をあてたARTIPは駆け引きのモデルで
あり，ASEANとパートナーシップを組むことに
よって地域での活動範囲を拡大することはできた

が，非伝統的安全保障というASEANのパラダイム
内に留まってしまったと分析している。

第６章では，人身取引被害者の保護に焦点をあて

て，被害者保護についての国際的基準とCOMMIT
の覚書や行動計画を比較し，COMMITプロセスを
評価する。第１章で議論されたように，国際組織犯

罪防止条約は，片や刑事司法，片や人権保護という

異なる目的とディスコースという緊張を孕んでい

る。これが被害者の保護の枠組みにどのように表出

しているかを分析する。実際メコン地域における実

務では，被害者は保護どころか拘留されており，人

権よりも安全保障のディスコース，非正規移民に対

する懸念が反映されている。COMMITの覚書では
２つのディスコースは均等に表記されているが，実

務では被害者の保護や人権のディスコースは非正規

移民を脅威とする安全保障のディスコースに圧倒さ

れている。COMMITプロセスが前者をいかに強化
できるかが課題であるが，被害者の保護や人権保護

の前に，被害者をどう認定するかという問題をいま

だ抱えていると論じる。

以上のように，本書はARTIPとCOMMITプロセス
を丹念に追い，メコン地域における反人身取引にか

んする枠組みの形成，それを促したディスコースの

形成を包括的に分析した貴重な研究書である。反人

身取引への取り組みとしてCOMMITというユニー
クな地域協力の枠組みを有するメコン地域の全体像

を把握するには非常に有益な文献であり，とくに第

４章に掲げられたメコン６カ国の反人身取引に関連

する法制度の一覧表は有用である。欲を言えば，議

定書への各国の立法対応は，法律用語の翻訳に留ま

らない概念の翻訳であるため，各国の反人身取引法

の規定の分析において，各国の言語における人身取

引の定義の分析があればより深い洞察が得られたの

ではと惜しまれる。

一方，刑事司法と人権，売春と労働搾取，

ARTIP/ASEANとCOMMITなどを二項対立として，
Foucaultを縦軸，Habermasを横軸とした手法で分析
する論理展開は明解であると同時に，構図を単純化

しすぎている感も否めない。本書では，ASEANは
人身取引を非伝統的安全保障問題とみなし，人権問

題という観点に欠けていると分析されている。その

とおりであってASEANにおいて，人身取引に対す
る取り組みは越境犯罪対策担当の省庁に委ねる立場

が堅持されており，人身取引を誘発する要因や背景

となっている移民労働者の移動のしくみの解明や是

正は考慮されていない。だからこそオーストラリア

政府からの刑事司法にかかる技術支援が受け入れら

れたのである。しかし，本書の分析で欠けているの

は，実はASEANにおいて人身取引問題そして移民
労働者問題に対するスタンスは一枚岩ではないとい

う点である。ASEAN諸国内において，人身取引被
害者ないし移民労働者の送出国と受入国の対立する

立場がある［山田 2014］。送出国であるフィリピン
やインドネシアに対する受入国であるシンガポール

やマレーシアの関係に着目する視点があれば，著者

が示そうとする対比がより説得力を有したかもしれ

ない。

ARTIPに対する評価とは対照的に，著者は
COMMITについては，関与するすべてのアクター
が尊重され議論し，合意を醸成していく過程と評価

しているが，COMMITにおいてもその加盟国の立
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場は異なることも留意されるべきである。なかでも

受入国であるタイの立場は特出している。タイに

とってのCOMMITの利用価値と他の加盟国にとっ
てのCOMMITの利用価値は異なることを指摘した
い。COMMITの存在意義はもちろん大きいが，実
務において適用されるのは，加盟国間に締結された

二国間覚書であり，それには送出国と受入国の立場

の対立が如実に表れている［山田 2013］。
著者が期待しているCOMMITプロセスによるメ

コン地域の人身取引被害者の人権保護の強化の将来

については，評者は懐疑的である。ひとつには

COMMIT自体の盟主である（と表現するのは著者
の意にそまないと思うが）タイは，メコン地域にお

いて近隣諸国からの被害者の受入国であり，その人

権保護の責務を一国だけでは負いきれず，人身取引

にかんする地域協力のフォーラムをCOMMITでは
なくASEANの枠組みで模索しようとしている。本
書の最後で著者はCOMMITプロセスとASEANの接
近を前向きに評価すると記しているが，両者が接近

した時にCOMMITの利点として著者が評価したコ
ミュニケーションによる水平的なディスコース形成

が活かされるのか，それともASEANのディスコー
スが勝るのか。管見によれば，被害者の送出国，受

入国にかかわらず，メコン諸国政府はパターナリズ

ムの強い傾向にあり，被害者はあくまで庇護の対象

であり，その自己決定権は軽視されている。まして

や人身取引被害者であることと移民労働者であるこ

とが両立するとは認識されていない［Yamada 
2011］。

著者のCOMMITへの評価に疑問を呈する辛口の
評を述べたが，著者によって取り上げられたテーマ

の重要性はいささかも減じない。メコン地域はその

政治的，地勢的，社会経済的理由から人身取引問題

の深刻な地域であり，メコン各国は人身取引対策の

重要性を認識し，国際機関，各国政府やNGOと協
力して反人身取引枠組みを構築する努力を続けてい

る。本書は，今後，メコン地域における，ひいては

アジア全体における反人身取引の枠組みを理解する

うえで不可欠な研究書と位置づけられるだろう。日

本がこの反人身取引の枠組みにいかにかかわってい

くべきかを考えるうえでも必須の書である。

（注１）Protocol to Prevent, Suppress and Punish Traf-

ficking in Persons, Especially Women and Children, Sup-

plementing the Unite Nations Convention against Transna-

tional Organized Crime, GA Res. 55/22, AnnexⅡ.

（注２）2002年にオーストラリアおよびインドネシ

ア政府のイニシアティヴで始まった「人の密輸・人身

取引及び関連する国境を越える犯罪」に対する地域間

協力の枠組み。日本政府は情報共有分野の調整役を担

当。
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